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第
一
章

行
政
区
画
の
変
遷

一
藩
政
時
代

上
浮
穴
郡
は
、
古
く
は
浮
穴
郡
に
含
ま
れ
て
い
た
。
明
治
一
一
年
の
郡
区
町
村
編

成
法
の
施
行
に
よ
り
、
明
治
三
一
年
五
月
、
上
浮
穴
郡
と
下
浮
穴
郡
に
分
け
ら
れ
た
。

浮
穴
郡
の
名
が
、
古
文
書
に
は
じ
め
て
み
え
る
の
は
、
天
平
一
九
年
(
七
四
七
)
の

「
法
隆
寺
流
記
資
材
帳
」

で
あ
り
、
浮
穴
郡
に
荘
園
一
か
所
が
あ
っ
た
こ
と
が
書
か

れ
て
い
る
。

九
三
〇
年
代
に
で
き
た
「
和
名
抄
」
に
よ
る
と
、
当
時
伊
予
国
は
一
四
郡
七
二
郷

(
余
戸
四
)
あ
り
、
そ
の
う
ち
浮
穴
郡
に
は
、
井
門
(
い
ど
)
・
拝
志
(
は
や
し
)
・
荏
原

(
え
ば
ら
)
・
出
部
(
い
ず
べ
)

の
四
郷
が
、
そ
の
下
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
四
郷
が
、
現
在
の
ど
の
地
に
あ
た
る
か
ば
多
少
異
論
も
あ
る
が
、
だ
い

た
い
次
の
地
域
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

井
門
郷

松
山
市
森
松
、
石
井
地
区

拝
恵
那

重
信
町
の
も
と
拝
志
村
地
区

荏
原
郷

久
谷
村
地
区

出
部
郷

砥
部
町
付
近

こ
れ
に
よ
る
と
、
現
在
の
上
浮
穴
郡
に
あ
た
る
郷
名
の
と
こ
ろ
は
な
い
。

「
和
名
抄
」

に
郷
名
の
な
い
の
は
、
上
浮
穴
郡
と
南
宇
和
郡
だ
け
で
あ
る
。
古
代

の
郡
・
郷
は
、
戸
を
支
配
し
、
無
人
の
土
地
を
含
ま
な
か
っ
た
か
ら
、
今
か
ら
一
、

〇
〇
〇
年
以
前
の
上
浮
穴
の
地
は
、
ま
だ
じ
ゅ
う
ぶ
ん
開
拓
さ
れ
て
お
ら
ず
、
あ
ま
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り
人
が
住
ん
で
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
の
後
、
時
代
が
く
だ
っ
て
く
る
と
仁
淀
川
上
流
の
久
万
山
地
区
は
、
「
伊
予
国

浮
穴
郡
荏
原
郷
久
万
山
の
庄
(
又
は
、
熊
の
庄
)
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

荏
原
郷
に
含
ま
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
古
代
の
浮

穴
郡
は
、
今
日
は
郡
名
の
な
い
下
浮
穴
郡
の
地
域
を
さ
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
地
は
、
戦
国
時
代
道
後
湯
築
城
主
河
野
氏
の
支
配
下
に
あ
り
、
明
神
大
除
城

主
大
野
安
芸
守
直
家
・
利
直
・
山
城
守
直
昌
三
代
の
領
分
で
あ
っ
た
が
、
河
野
氏
滅

亡
と
と
も
に
、
大
野
直
昌
も
安
芸
国
竹
原
に
落
ち
、
小
早
川
隆
景
の
支
配
下
に
移
っ

た
。そ

の
後
、
仁
淀
川
上
流
の
久
万
山
地
区
は
、
福
島
正
則
、
小
川
祐
忠
、
加
藤
嘉
明
、

寛
文
・
明
治
の
久
万
山
村
名

計 

有 畑東大黒七仕西 日 大 寛 

枝 端野霜鳥苧谷浦川 文 

村村村村村村村村村村 西菅野町楠東沢柳黒 四 年 ( 

う 
蒜

生尻 川渡需岩 
六 六 

村 村村村村村村村 村 
五 ) 

計 

一〇〇〇〇人-〇一一-ヽ 

明 治 四 年 

右 下上東大黒七仕西 日 大 

枝粥神君鳥田谷罵)。 

村村村村村村村村村村村 ′〇・・・°。・。・。・。・。一へ。一・・°。・。・。・。・。、ノーへ一一一\ 

西大和直菅上久久東沢柳中上 ( 

四 端野瀬生諾主)Ii渡器量 
八 七 

村村村村村村村村村村村村村 ) 

四
六
三



第
五
編
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蒲
生
忠
知
と
領
主
の
移
動
が
あ
っ
て
、
寛
永
一
二
年
(
二
ハ
三
五
)
松
平
走
行
の
松
山

領
と
な
っ
た
。
ま
た
、
肱
川
上
流
の
小
田
地
区
は
、
戸
田
勝
隆
・
藤
堂
高
虎
・
富
田

知
信
・
脇
坂
安
治
の
治
政
を
経
て
、
元
利
三
年
(
一
六
一
七
)
加
藤
貞
泰
の
大
洲
領
と

な
っ
て
明
治
に
及
ん
だ
。

松
山
藩
の
仁
淀
川
上
流
、
久
万
山
分
と
呼
ば
れ
た
地
域
の
村
と
、
明
治
四
年
廃
藩

置
県
が
行
わ
れ
た
時
の
村
を
く
ら
べ
て
み
る
と
、
前
頁
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

こ
れ
で
み
る
と
、
二
〇
〇
余
年
間
に
四
か
村
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
例
か
ら
み
て
明
治
初
年
の
各
村
は
、
江
戸
時
代
の
初
期
に
は
、
既
に
ほ
と
ん
ど

存
在
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

藩
政
時
代
の
浮
穴
郡
は
、
石
高
三
万
五
六
五
六
石
六
斗
一
升
一
合
で
、
そ
の
土
地

は
、
次
の
よ
う
に
分
け
ら
れ
て
い
た
。

二
二
、
二
一
〇
石
三
斗
四
升
一
合

内
、
一
四
、
八
三
人
石
七
斗
一
升
四
合

七
、
二
八
九
石
七
斗
二
升
七
合

一
三
、
五
三
六
石
二
斗
七
升

元
禄
村
高
帳

新大山久里山谷洲
領領分万分 領

四
三
か
村

一
七
か
村

二
六
か
村

五
六
か
村

●〇〇〇〇 ○ ○ 

村 名 

下上菅久入 西 東 

競生存野蒜器 
村村村村村 村 村 

二二 五 三 三 五 

石 高 

〇 二五〇 ○ 
一 

〇 八〇〇 ○ 五 
● ● ● ● ・石 

三 〇〇〇 ○ 八 
三 〇〇〇 ○ 
〇 〇〇〇 ○ ○ 

●●●〇〇〇 

村 名 

露父二下上直 

峰諦籍瀬 
村村村村村村 

●〇二二六 七 記 

石 高 

はは 六 一 四 帳 
〇四〇 な 

大松・・・ し 

洲山8空8秦 
領領〇六〇 ○ 

四
六
四

こ
れ
を
、
元
禄
一
三
年
(
一
七
〇
〇
)
の
元
禄
村
高
帳
か
ら
取
り
出
し
て
み
る
と
、

上
表
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
気
の
つ
く
こ
と
は
、
仁
淀
川
水
系
と
肱
川
水
系
に
二
分
さ
れ
て
い
る
上
浮

穴
郡
で
、
仁
淀
川
水
系
の
久
万
山
分
に
属
す
る
野
尻
村
が
二
つ
に
分
か
れ
て
、
上
野

尻
村
は
松
山
領
、
下
野
尻
村
(
あ
せ
ぶ
谷
)
は
大
洲
領
と
な
り
、
こ
れ
に
つ
づ
く
露
峰

村
、
二
名
村
、
父
野
川
村
が
と
も
に
大
洲
領
に
属
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
野
尻
村
が
、
二
つ
に
分
割
さ
れ
て
松
山
領
と
大
洲
領
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、
「
大
洲
旧
記
」

に
、
「
松
山
領
内
境
に
野
尻
村
と
い
う
有
、
久
万
町
庄
屋

支
配
、
此
方
は
む
か
し
よ
り
露
峰
村
庄
屋
付
村
也
、
御
領
分
け
の
節
六
万
石
打
合
の

所
に
て
、
一
村
を
分
け
双
方
に
付
云
々
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
大
洲
藩
六

万
石
の
領
地
を
取
っ
て
く
る
と
、
小
田
か
ら
久
万
の
父
野
川
・
二
名
・
露
峰
に
か
か

り
、
な
お
不
足
す
る
の
で
野
尻
村
を
分
け
て
取
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
加
藤
氏
の
大
洲
統
治
に
始
ま
る
も
の
で
は
な
い
、
天
正
年
間
戸

田
勝
隆
が
大
洲
に
い
た
と
き
、
そ
の
こ
ろ
い
た
戸
田
九
人
衆
と
呼
ば
れ
る
人
々
は
、

次
の
よ
う
な
知
行
を
与
え
ら
れ
た
と

「
久
万
山
中
手
鑑
」

に
書
か
れ
て
い
る
。

「
一
、
上
家
の
時
分
野
尻
村
の
高
弐
百
石
に
て
侯
、
上
家
以
後
御
領
分
野
尻
百
六
拾
七

石
罷
成
候
意
趣
は
、
戸
田
民
部
正
殿
に
九
人
衆
と
申
す
御
預
り
人
有
之
由
、
其
知
行
付

五
千
石

安

見

左

近

二
千
石

戸
田
五
郎
左
衛
門

二
千
石

戸
田

又
左
衛
門

千

石

佐
藤

伝
左
衛
門

三
千
石

真
部

五
郎
兵
衛

二
千
石

戸
田
大
郎
左
衛
門

千

石

滝
山
太
郎
左
衛
門

千

石

田

島

兵

助

千

石

山

中

織

部

〆
一
万
人
千
石

内

六
千
石

北
浮
穴
に
て
渡
す
。

六
千
石

桑
村
に
て
渡
す
。



六
千
石

小
田
に
て
渡
す
。

小
田
の
内

(
中
略
)

右
拾
九
力
村
を
小
田
五
千
石
と
惣
名
を
申
候
、
右
拾
九
力
村
の
高
四
千
八
百
拾
二
石
余

有
之
、
其
不
足
に
久
万
山
之
内
よ
り
、
六
百
四
十
石
二
名
村
・
百
八
十
石
父
野
川
村
・
二

百
六
十
石
露
峰
村
・
三
十
三
石
野
尻
村
之
内
よ
り
馬
酔
木
谷
(
下
野
尻
)
と
申
所
分
る
。

右
の
時
野
尻
村
三
十
三
石
分
け
百
六
十
七
石
に
成
る
。
先
規
者
は
二
名
・
露
峰
・
父
野

川
も
久
万
山
の
内
也
。
」

こ
れ
で
、
野
尻
村
が
二
つ
に
分
割
さ
れ
た
こ
と
、
父
野
川
・
二
名
・
露
峰
の
三
か

村
も
、
本
来
久
万
山
分
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

藩
政
時
代
、
松
山
藩
久
万
山
六
〇
〇
〇
石
と
呼
ば
れ
た
地
域
は
、
今
の
下
野
尻
・

父
野
川
・
二
名
・
露
峰
の
大
洲
領
を
除
く
上
浮
穴
郡
全
域
と
、
温
泉
郡
久
谷
村
の
久

谷
・
窪
野
を
加
え
た
二
六
か
村
で
あ
っ
た
。
実
際
の
石
高
は
、
七
三
〇
〇
石
余
り
で

あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

久
谷
・
窪
野
の
二
か
村
を
、
久
万
山
分
に
加
え
て
い
る
こ
と
は
地
形
か
ら
み
て
不

自
然
で
あ
る
が
、
当
時
藩
役
人
が
、
久
万
山
へ
御
用
の
た
め
久
万
・
松
山
間
を
往
来

す
る
と
き
、
三
坂
峠
の
途
中
に
あ
る
関
係
で
、
休
息
そ
の
他
の
便
宜
上
、
山
分
に
入

れ
る
こ
と
が
都
合
が
よ
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
久
谷
・
窪
野
の
二

村
に
と
っ
て
は
不
便
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
元
禄
三
年
(
一
六
九
〇
)
里
分
に
組
み
入
れ

ら
れ
た
。
そ
の
と
き
の
記
録
に
よ
る
と
、

「
元
禄
三
年
一
二
月
二
〇
日
、
山
里
役
人
月
番
小
石
衛
門
方
へ
寄
合
、
久
谷
、
窪
野
両

村
久
万
山
之
内
に
而
只
今
有
来
候
得
共
、
里
分
へ
人
中
侯
様
に
と
被
仰
付
相
談
相
究
・
里

分
へ
人
中
候
則
御
代
官
様
よ
り
御
書
出
道
連
何
も
写
取
申
候
、
下
里
分
へ
詰
向
後
、
久
万

山
へ
手
代
衆
御
上
り
下
り
時
分
御
代
官
御
登
山
之
折
柄
も
、
井
門
よ
り
村
順
に
送
り
申
告

相
究
申
候
。
」

第
一
章

行
政
区
画
の
変
遷

と
あ
る
。
こ
れ
も
、
三
五
年
後
の
享
保
九
年
(
一
七
二
四
)
再
び
久
万
山
に
組
み
入
れ

ら
れ
て
明
治
に
い
た
っ
た
が
、
明
治
七
年
、
大
小
区
画
の
改
正
に
よ
り
分
離
し
て
い

る
。

二

明
治
以
後

慶
応
三
年
(
一
八
六
七
)
一
〇
月
一
四
日
、
徳
川
一
五
代
将
軍
慶
喜
が
大
政
奉
還
を

奏
話
し
、
翌
日
勅
許
さ
れ
た
。
鎌
倉
に
武
家
政
治
が
は
じ
ま
っ
て
か
ら
六
二
八
年
、

江
戸
幕
府
創
設
か
ら
二
六
五
年
で
あ
っ
た
。

明
治
新
政
府
は
、
慶
応
四
年
(
一
八
六
人
)

三
月
一
四
日
に
は
、
「
五
ヵ
条
の
御
誓

文
」
を
発
布
し
、
天
皇
親
政
を
国
の
内
外
に
示
し
、
旧
弊
を
打
破
し
て
人
心
を
一
新

し
、
諸
外
国
と
の
親
交
を
密
に
す
る
と
と
も
に
、
欧
米
の
新
し
い
文
化
を
と
り
い
れ
、

公
議
世
論
を
尊
重
し
て
、
こ
れ
を
国
政
の
大
道
と
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
つ

い
で
、
同
年
七
月
一
七
日
、
江
戸
を
東
京
と
改
称
し
、
こ
こ
を
首
都
に
定
め
た
。
更

に
、
同
年
九
月
八
日
に
は
、
年
号
を
明
治
と
改
元
し
て
一
世
一
元
制
と
し
た
。

明
治
二
年
六
月
一
七
日
の
版
籍
奉
還
に
つ
い
で
、
明
治
四
年
七
月
一
四
日
に
は
廃

藩
置
県
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
地
方
行
政
区
画
は
府
、
県
単
位
と
し
て
統

合
せ
ら
れ
、
全
国
に
三
府
三
〇
二
県
が
お
か
れ
た
。
こ
う
し
て
、
明
治
維
新
の
大
業

は
王
政
復
古
・
版
籍
奉
還
・
廃
藩
置
県
と
い
う
三
段
階
で
三
年
九
か
月
を
費
や
し
て

一
応
終
止
符
を
打
っ
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
伊
予
国
内
は
、
旧
人
藩
の
領
域
そ
の
ま
ま
を
県
と
し
、
松
山
・

大
洲
・
宇
和
島
・
今
治
・
西
条
・
吉
田
・
新
谷
・
小
松
の
八
県
と
な
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
松
山
藩
領
で
あ
っ
た
東
明
神
村
・
西
明
神
村
・
入
野

村
・
久
万
町
村
・
菅
生
村
・
上
野
尻
村
・
上
畑
野
川
村
・
下
畑
野
川
村
・
直
瀬
村
は

四
六
五



第
五
編

行
政
・
財
政

松
山
県
に
は
い
り
、
大
洲
藩
領
で
あ
っ
た
二
名
村
、
父
野
川
村
、
露
峰
村
、
下
野
尻

村
は
大
洲
県
に
属
し
た
。

明
治
二
年
の
版
籍
奉
還
に
よ
っ
て
、
明
治
政
府
は
全
国
で
六
万
五
七
〇
〇
余
、
伊

予
国
で
一
〇
〇
〇
余
り
あ
っ
た
藩
政
時
代
か
ら
の
村
を
、
そ
の
ま
ま
引
き
つ
い
だ
。

こ
れ
ら
の
村
の
ほ
と
ん
ど
が
、
六
〇
か
ら
七
〇
戸
く
ら
い
の
小
村
で
あ
っ
た
が
、
藩

政
の
下
で
は
、
こ
の
く
ら
い
の
小
村
が
支
配
も
徹
底
す
る
し
、
す
べ
て
に
つ
ご
う
が

ま
か
っ
た
の
で
あ
る
。

村
の
内
部
で
は
、
一
応
、
自
治
的
な
形
が
と
ら
れ
、
村
の
代
表
者
と
し
て
庄
屋
が

お
り
、
代
官
の
下
で
行
政
を
扱
っ
て
い
た
。
村
民
の
生
活
は
自
給
自
足
的
で
経
済
的

に
も
社
会
的
に
も
強
く
結
ば
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
他
村
に
対
す
る
排
他
的
な
感

情
も
強
く
、
特
に
伊
予
国
で
は
八
藩
、
天
領
(
幕
府
直
轄
地
)
と
小
分
割
さ
れ
て
い
た

た
め
、
そ
の
傾
向
は
は
げ
し
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

明
治
二
年
、
版
籍
奉
還
を
し
た
と
き
、
旧
藩
主
は
、
封
建
領
主
と
し
て
の
権
力
を

失
い
、
単
な
る
新
政
府
の
役
人
と
な
り
、
旧
領
地
の
藩
知
事
と
し
て
そ
の
任
に
あ

た
っ
た
。
し
か
し
、
知
事
の
下
で
藩
治
に
た
ず
さ
わ
っ
た
役
人
は
、
ほ
と
ん
ど
が
旧

藩
士
で
あ
っ
た
か
ら
、
新
政
府
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
末
端
の
地
方
行
政
組
織
は
旧

藩
時
代
の
ま
ま
で
、
昔
な
が
ら
の
因
習
は
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
た
。
廃
藩
置
県
は
、

こ
の
よ
う
な
藩
政
時
代
の
残
津
を
一
掃
し
、
旧
藩
領
を
中
央
政
府
の
行
政
下
に
直
結

さ
せ
る
目
的
を
も
っ
て
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
廃
藩
置
県
に
よ
っ
て
、
明
治
新
政
府

の
意
図
し
た
中
間
機
構
は
あ
る
程
度
整
っ
た
も
の
の
、
末
端
行
政
組
織
に
は
手
を
つ

け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

こ
の
改
制
は
、
た
だ
藩
を
県
と
改
め
た
だ
け
で
、
県
の
規
模
に
大
小
が
あ
り
す
ぎ

た
う
え
に
、
県
境
も
複
雑
に
入
り
く
ん
で
い
て
行
政
上
い
ち
じ
る
し
い
不
便
が
あ
っ

四
六
六

た
。そ

こ
で
、
明
治
四
年
一
一
月
一
五
日
、
全
国
を
三
府
七
二
県
に
整
理
統
合
し
た
。

こ
の
と
き
伊
予
八
県
は
、
松
山
県
と
宇
和
島
県
の
二
県
に
統
合
さ
れ
た
が
、
更
に
明

治
五
年
二
月
五
日
、
松
山
県
を
石
鉄
県
と
改
称
、
同
年
六
月
二
三
日
、
宇
和
島
県
を

神
山
県
と
改
称
し
、
県
庁
を
松
山
と
宇
和
島
に
お
い
た
。

こ
の
よ
う
な
処
置
は
、
い
ず
れ
も
住
民
の
旧
藩
意
識
を
取
り
除
く
意
味
が
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

参
考
ま
で
に
愛
媛
県
の
変
遷
を
図
示
す
る
と
、
愛
媛
県
変
遷
図
の
と
お
り
で
あ
る
。

愛
媛
県
変
遷
図

西
条
藩
-
西
条

小
松
藩
-
小
松

今
治
藩
I
ム
「
治

松
山
藩
-
松
山

大
洲
藩
-
大
洲

新
谷
藩
-
新
谷

吉
田
藩
-
エ
ロ
田

宇
和
島
藩
-
宇
和
島

(
明
4
・

山
県

-
石
鉄
旧

明
4
・
H
)

(
明
5

畢
和
島
県

-
神
山

4
・
‖
)

(
明
5

6
)

香
川
県

明
治
政
府
は
、
明
治
五
年
六
月
二
二
日
に
こ
れ
ま
で
の
町
村
を
行
政
区
画
と
す
る

こ
と
を
や
め
て
、
新
た
に
大
小
区
制
を
定
め
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
石
鉄
県
下
を
一
八

大
区
二
一
七
小
区
、
神
山
県
下
を
二
大
区
七
〇
小
区
に
分
け
て
い
る
。
石
鉄
県
下

の
上
浮
穴
分
を
あ
げ
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

石
鉄
県
大
・
小
区
行
政
区
国
表

第
一
七
大
区
(
浮
穴
郡
久
万
山
二
一
四
か
村
三
、
八
六
七
戸
)

○
第
一
小
区
(
二
二
八
戸
)

北
番
村
の
内

直
瀬
分

第
二
小
区
(
二
五
六
戸
)

北
番
村
の
内

柚
野
分

第
三
小
区
(
二
二
二
戸
)

北
番
村
の
内

大
味
川
分



第
四
小
区

(
三
七
一
戸
)

第
五
小
区
(
三
七
二
戸
)

第
六
小
区

(
二
六
八
戸
)

第
七
小
区

(
二
二
七
戸
)

第
人
小
区

(
二
四
七
戸
)

第
九
小
区

(
三
三
三
戸
)

〇
第
一
〇
小
区
(
二
二
二
戸
)

〇
第
一
一
小
区
(
四
二
一
二
戸
)

〇
第
二
一
小
区

(
三
六
四
戸
)

第
一
三
小
区

(
一
三
二
五
区
)

こ
の
よ
う
に
、
浮
穴
郡
の
内
、

東
川
村
・
七
鳥
村
・
仕
出
村

久
主
村
・
黒
藤
川
村

西
谷
村

柳
井
川
村

日
野
浦
村
・
沢
渡
村

大
川
村
・
有
枝
村
・
黒
岩
村

畑
野
川
村

菅
生
村
・
野
尻
村
・
久
万
町
村

入
野
村
・
西
明
神
村
・
東
明
神
村

窪
野
村
・
久
谷
村

旧
松
山
藩
領
久
万
山
全
域
が
一
七
大
区
に
含
め
ら

れ
、
そ
の
下
を
一
三
小
区
に
分
け
て
い
る
。
ま
た
、
神
山
県
に
属
し
て
い
た
旧
大
洲

藩
領
で
あ
っ
た
父
野
川
村
二
一
名
村
・
露
峰
村
・
野
尻
村
に
つ
い
て
み
る
と
、

神
山
県
区
画
並
び
に
小
区
役
員
名
簿
の
内

第
一
〇
大
区

第
五
小
区

父
野
川
・
霧
降
・
下
野
尻
・
二
名
・
臼
杵
・
多
層
谷
・
猿
谷

(
計

七
五
六
戸
、
戸
長

大
久
保
高
堅
・
副

大
野
直
栄
・
城
戸
直
郎
)

と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
大
小
区
制
の
実
施
で
行
政
区
と
し
て
の
町
や
村
の
名
称
は
消
え
て
、
末
端
行

政
単
位
は
以
後
し
ば
ら
く
は
第
何
小
区
と
呼
ば
れ
た
。
一
小
区
は
だ
い
た
い
三
〇
〇

戸
を
基
準
と
し
て
、
こ
れ
に
戸
長
及
び
副
戸
長
各
一
人
を
置
く
こ
と
を
原
則
と
し
、

場
合
に
よ
っ
て
は
一
〇
〇
戸
を
単
位
と
し
て
、
副
戸
長
一
人
を
増
し
た
。
大
区
は
、

後
に
郡
に
移
行
し
て
い
く
も
の
で
区
長
が
そ
の
長
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
戸
長
は
、

は
じ
め
の
こ
ろ
は
旧
庄
屋
が
任
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
明
治
一
一
年
大
小
区

第
一
章

行
政
区
画
の
変
遷

制
が
廃
止
さ
れ
、
町
村
名
が
復
活
し
た
と
き
も
、
戸
長
の
名
称
は
残
っ
て
公
選
制
と

な
っ
た
。
明
治
一
七
年
七
月
に
戸
長
は
知
事
の
任
命
と
な
り
、
明
治
二
二
年
市
町
村

制
実
施
ま
で
続
い
た
。

明
治
六
年
二
月
二
〇
日
、
全
国
七
二
県
が
ほ
ぼ
現
行
の
三
府
四
二
県
に
改
め
ら
れ

た
。
こ
の
と
き
、
愛
媛
県
で
は
石
鉄
、
神
山
の
二
県
が
廃
止
さ
れ
て
一
行
政
区
と
な

り
、
こ
こ
に
愛
媛
県
が
誕
生
し
、
県
庁
の
所
在
地
を
松
山
に
定
め
た
。
廃
藩
置
県
か

ら
一
年
六
か
月
、
松
山
、
宇
和
島
二
県
が
お
か
れ
て
か
ら
一
年
二
か
月
、
松
山
県
が

石
鉄
県
と
な
っ
て
か
ら
一
か
年
、
宇
和
島
県
が
神
山
県
に
改
め
ら
れ
て
か
ら
八
か
月

後
の
こ
と
で
あ
る
。

明
治
七
年
五
月
二
〇
日
、
県
で
は
懸
案
と
な
っ
て
い
た
管
内
行
政
区
画
の
改
編
を

行
い
、
県
内
を
従
来
の
二
九
大
区
、
二
八
七
小
区
か
ら
一
四
大
区
、
三
二
小
区
と

し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
旧
藩
時
代
の
旧
習
を
引
き
継
い
だ
ば
ら
ば
ら
の
行
政
区
が
整

理
統
合
し
た
。

当
時
、
県
内
に
は
一
〇
〇
〇
余
か
村
が
あ
り
、
だ
い
た
い
三
村
を
も
っ
て
一
小
区

を
設
け
た
の
で
あ
る
。

浮
穴
郡
の
う
ち
、
久
万
山
地
域
は
従
来
の
一
七
大
区
か
ら
第
七
大
区
と
な
り
、
そ

の
下
を
人
中
区
に
分
け
ら
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
区
画
改
編
で
い
ま
ま
で
神
山
県
に
属

し
て
い
た
父
野
川
村
・
二
名
村
・
露
峰
村
・
下
野
尻
村
も
第
七
大
区
に
編
入
さ
れ
た
。

い
ま
ま
で
同
じ
一
七
大
区
に
あ
っ
た
久
谷
・
窪
野
の
二
村
は
こ
の
時
か
ら
久
万
山
分

か
ら
分
離
し
、
六
大
区
に
含
め
ら
れ
た
。

区
画
改
編
に
よ
る
第
七
大
区
小
区
画
分
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
(
会
所
、
久
万
町

村
)

第
一
小
区

東
明
神
村
・
西
明
神
村
・
入
野
村
・
久
万
町
村
・
菅
生
村
・
野
尻
村

四
六
七



第
五
編

行
政
・
財
政

第
二
小
区

第
三
小
区

第
四
小
区

第
五
小
区

第
六
小
区

第
七
小
区

第
人
小
区

畑
野
川
村
・
北
番
村
の
内
直
瀬
分

北
番
村
の
内
柚
野
分
・
大
味
川
分

東
川
村
・
七
鳥
村
・
仕
出
村

沢
渡
村
・
黒
藤
川
村
・
久
主
村

西
谷
村
・
柳
井
川
村

日
野
浦
村
・
黒
岩
村
・
有
枝
村
・
大
川
村

露
峰
村
・
父
野
川
村
二
一
名
村
・
臼
杵
村

明
治
九
年
八
月
二
一
日
、
府
県
の
統
廃
合
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
香
川
県
が
廃
止

に
な
り
、
愛
媛
県
に
併
合
さ
れ
た
。
当
時
、
全
国
は
三
府
三
五
県
に
整
理
統
合
さ
れ

た
が
、
こ
の
処
置
は
当
時
の
交
通
・
通
信
そ
の
他
の
諸
事
情
か
ら
問
題
が
多
く
、
明

治
二
一
年
一
二
月
三
日
、
再
び
分
離
し
て
、
愛
媛
、
香
川
の
二
県
と
な
っ
た
。

こ
の
府
県
統
合
に
よ
り
、
県
で
は
同
年
九
月
一
四
日
、
大
小
区
の
名
称
替
え
が
行

わ
れ
た
。
旧
香
川
県
を
七
大
区
、
五
六
小
区
、
旧
愛
媛
県
を
一
四
大
区
、
三
二
小

区
、
合
計
二
一
大
区
、
三
六
七
小
区
に
編
成
し
た
。
旧
愛
媛
県
内
は
八
大
区
か
ら
二

四
大
区
に
な
り
、
こ
れ
ま
で
の
第
七
大
区
で
あ
っ
た
浮
穴
郡
久
万
山
は
、
第
一
四
大

区
と
な
っ
た
が
、
大
区
の
番
号
が
変
わ
っ
た
だ
け
で
小
区
に
変
更
は
な
か
っ
た
。

明
治
五
年
、
七
年
、
九
年
の
大
小
区
制
の
推
移
を
図
示
す
る
と
「
明
治
五
年
̃
一

一
年
ま
で
の
大
小
区
制
に
ょ
る
区
画
図
」
の
と
お
り
で
あ
る
。

明
治
一
一
年
七
月
二
二
日
に
、
我
が
国
地
方
自
治
制
度
の
礎
石
と
し
て
画
期
的
意

味
を
持
つ

「
郡
区
町
村
編
成
法
」
が
公
布
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
大
小
区
制
を
廃

止
し
、
従
来
の
町
村
が
行
政
区
画
と
し
て
復
活
し
た
。
戸
長
も
民
選
と
な
っ
て
本
来

の
町
村
代
表
者
と
し
て
の
姿
に
か
え
っ
た
。

こ
の
結
果
、
旧
来
か
ら
親
し
ま
れ
て
き
た
浮
穴
郡
は
、
明
治
一
三
年
五
月
、
上
浮

穴
郡
四
四
か
村
と
、
下
浮
穴
郡
六
〇
か
村
に
二
分
さ
れ
て
、
県
内
は
一
入
郡
、
二

明治5年制度 明治7年改正 明治10年改正 

第 七 大 区 ( 

1小区 直 瀬 村 

10小区 

上畑野川村 

7大区 1小区 14大区 1小区 下畑野川村 

11小区 

久万町村 

菅 生 村 

上野尻村 7大区 14大区 

石 鉄 壁 

12小区 

東明神村 2小区 2小区 

西明神村 

入 野 村 

第 〇 

5小区 

下野尻村 
7大区 14大区 

二 名 村 

大 区 布 山 捏 

8小区 8小区 

露 峰 村 

父野川村 

明治5年-11年までの大小区制による区画

〇
八
町
村
と
な
り
、
一
四
郡
役
所
、
五
八
〇
の
戸
長
役
場
が
お
か
れ
た
。

上
浮
穴
郡
の
郡
役
所
は
久
万
町
村
に
お
か
れ
、
当
時
は
管
轄
戸
長
役
場
二
八
、
村

数
四
四
、
管
内
戸
数
六
三
三
四
、
人
口
二
万
九
四
一
〇
人
で
、
大
正
一
五
年
の
廃
止

ま
で
約
五
〇
年
間
、
県
と
市
町
村
の
中
間
的
な
地
方
自
治
団
体
と
し
て
、
一
般
に
親

し
ま
れ
た
。

県
で
は
、
明
治
一
七
年
一
二
月
二
五
日
付
で
、

「
明
治
一
八
年
一
月
一
五
日
限
り
、
従
前
の
戸
長
役
場
を
廃
し
て
、
新
た
に
町
村

戸
長
役
場
管
轄
の
区
域
及
び
役
場
の
位
置
を
定
め
る
」
布
達
を
出
し
た
が
、
現
在
の



久
万
町
分
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
。

戸
長
役
場
配
置
表

露上久東 

管 轄 区 域 

峰畑万明 
村野町神 
・川村村 
父村・・ 
野・上西 
川 下野 明 

村畑尻神 
・野村村 
二川・・ 
名村下人 
村・野野 

直尻村 
瀬町 
村・ 

菅 
生 
村 

ニ下久西 配戸 

名緯器 轟 
村村村村 村場 

二下久西 

戸 長 役 場 の 位 置 

名畑万明 
村野町神 
字用役村 
永村場字 
久字字高 

河福殿 
合井 

こ
の
処
置
は
、
町
村
行
政
制
度
上
に
お
け
る
領
域
編
成
上
の
画
期
的
な
も
の
で
、

こ
れ
が
や
が
て
市
町
村
制
実
施
の
前
提
と
な
っ
た
。

明
治
二
一
年
四
月
二
五
日
、
法
律
第
一
号
を
も
っ
て
市
制
、
町
村
制
が
公
布
せ
ら

れ
、
翌
二
二
年
四
月
以
後
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
明
治
政
府
の
理
想
実
現
の

た
め
に
は
、
町
村
の
自
治
こ
そ
立
憲
政
治
の
基
盤
で
あ
る
と
す
る
政
府
が
、
国
会
開

設
に
先
だ
っ
て
実
施
し
た
処
置
で
あ
り
、
明
治
初
期
以
来
幾
多
の
変
遷
を
経
て
き
た

自
治
体
制
の
一
応
の
完
成
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
市
制
、
町
村
制
に
よ
る
と
、
市
町
村
と
は

「
法
律
上
一
個
人
卜
均
ク
権
利
ヲ

有
シ
、
義
務
ヲ
負
担
シ
、
凡
市
町
村
ノ
公
共
事
務
ハ
官
ノ
監
督
ヲ
受
ケ
テ
自
ラ
之
ヲ

処
理
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」

と
あ
り
、
そ
の
成
員
を
住
民
と
公
民
に
分
け
、
市
町
村
内
に

住
居
を
持
っ
て
生
活
を
営
む
も
の
を
住
民
と
し
、
住
民
中
地
租
又
は
直
接
国
税
二
円

以
上
納
め
る
も
の
を
公
民
と
し
て
、
市
町
村
の
選
挙
に
参
与
さ
せ
、
名
誉
職
に
任
、
せ

ら
れ
る
権
利
と
こ
れ
を
負
担
す
る
義
務
を
与
え
て
い
る
。

新
し
い
町
村
は
、
三
〇
〇
戸
か
ら
五
〇
〇
戸
ぐ
ら
い
を
標
準
と
し
、
合
併
し
て
で

き
た
町
村
に
は
新
し
い
名
称
を
つ
け
る
こ
と
。
た
と
え
ば
大
町
村
に
小
町
村
を
合
併

す
る
と
き
は
大
町
村
の
名
称
を
新
町
村
の
名
称
と
し
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
よ
う
な
小
町

第
三
早

行
政
区
画
の
変
遷

旧各村別人口及戸数

旧 村 名 新村名 人 口 戸 数 

東明神村、西明神村、入野村 明神村 2,144 400 

菅 生 村 菅生村 1,084 200 

久万町村、上野尻村、下野尻村 久万町村 1,936 458 

上畑野川村、下畑野川村、直瀬村 川瀬村 2,840 546 

露峰村、二名村、父野川村 父二峰村 2,572 436 

計 13 5 10,576 2,040 

(人口、戸数は明治40年調べ)

村
を
合
併
す
る
と
き
は
、
各
町
村
の
旧
名
称

を
適
当
に
取
り
入
れ
る
。
合
併
町
村
の
旧
名

称
は
大
字
名
と
す
る
な
ど
、
町
村
の
こ
れ
ま

で
の
習
慣
、
民
情
を
考
慮
し
、
決
し
て
無
理

な
合
併
を
し
な
い
よ
う
に
と
い
う
注
意
な
ど

が
、
二
二
年
六
月
の
内
務
大
臣
訓
令
の
中
に

記
さ
れ
て
い
る
。

愛
媛
県
に
お
い
て
は
、
市
制
、
町
村
制
を

明
治
二
一
年
一
二
月
五
日
か
ら
実
施
す
る
こ

と
と
し
、
そ
の
前
提
と
し
て
各
郡
役
所
を
通

じ
て
勧
奨
に
手
を
つ
け
た
。
明
治
二
一
年
に

は
全
国
で
七
〇
、
四
三
五
町
村
あ
っ
た
も
の

が
、
二
二
年
一
二
月
に
は
三
九
市
一
三
、
三

四
七
町
村
と
な
っ
た
。
愛
媛
県
で
は
一
二
年

に
松
山
を
除
い
て
八
町
一
〇
二
一
か
村
あ
っ

た
も
の
が
、
一
市
一
三
町
二
八
五
村
と
な
っ
て
従
来
の
約
四
分
の
一
と
な
っ
た
。

こ
れ
を
現
久
万
町
分
に
つ
い
て
み
る
と
、
旧
各
村
別
人
口
及
戸
数
の
表
の
と
お
り

で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
郡
内
の
藩
政
時
代
か
ら
続
い
た
四
四
の
小
村
は
一
五
の
新
し
い
村

に
統
合
さ
れ
た
。
歴
史
的
な
旧
村
名
は
、
現
在
は
大
字
名
と
な
っ
て
名
残
り
を
と
ど

め
て
い
る
。
ま
た
、
従
来
の
戸
長
制
度
は
廃
止
さ
れ
て
新
た
に
町
村
長
、
町
村
会
議

員
が
選
出
さ
れ
た
。

こ
の
と
き
、
明
神
村
と
久
万
町
村
は
相
互
に
飛
地
を
交
換
し
て
い
る
。
そ
の
記
録

四
六
九



第
五
編

行
政
・
財
政

に
よ
る
と
、

「
明
治
二
〇
年
一
〇
年
一
九
日
付
久
万
町
村
と
飛
地
及
隣
接
錯
雑
地
交
換
之
儀
に
付

西
明
神
村
外
弐
力
村
戸
長

山
之
内

誠
一
郎

久
万
町
村
外
参
力
村
戸
長

田

中

知

徹

願
出
、
明
治
二
三
年
町
村
制
実
施
の
際
(
明
治
二
二
年
一
一
月
一
一
日
、
愛
媛
県
令
第

六
四
号
組
香
の
儀
現
今
の
と
お
り
処
分
せ
ら
れ
る
。
」

と
あ
り
、入

野
よ
り
久
万
町
村
へ

四
七
〇

浮
穴
・
野
間
・
周
布
・
桑
村
の
七
郡
が
廃
さ
れ
県
内
は
一
市
、
一
二
郡
と
な
っ
た
。

明
治
三
四
年
四
月
、
久
万
町
村
が
町
制
を
し
き
、
久
万
町
と
な
り
、
郡
内
は
一
町

一
四
か
村
と
な
っ
た
。

当
時
の
久
万
町
は
、
人
口
一
七
九
四
人
、
戸
数
五
三
四
で
あ
っ
た
。

田畑宅
地

山
林

原
野

池堤
防

戸
数

三
町
一
反
一
畝
一
九
歩

二
町
三
反
一
畝
一
人
歩

四
反
八
畝
六
歩

二
町
二
畝
歩

七
畝
一
一
歩

一
畝
参
歩

一
畝
一
歩

一
九
戸

久
万
町
村
よ
り
入
野
へ

田畑宅
地

原
野

池

五
町
四
反
九
畝
二
七
歩

五
町
五
反
七
畝
歩

六
畝
一
一
歩

四
反
三
畝
一
九
歩

六
畝
二
一
歩

が
そ
れ
ぞ
れ
交
換
さ
れ
て
い
る
。

明
治
二
三
年
五
月
、
郡
制
が
公
布
さ
れ
、
同
三
〇
年
四
月
、
施
行
さ
れ
た
。
こ
れ

に
ょ
っ
て
、
県
内
各
郡
の
廃
止
が
大
規
模
に
行
わ
れ
た
。
風
早
・
和
気
・
久
米
・
下

明神地区(航空写真 昭和62年)



大
正
一
三
年
一
月
三
日
、
久
万
町
と
菅
生
村
が
合
併
し
、
人
口
三
四
五
〇
人
、
戸

数
七
〇
二
戸
に
な
っ
た
。
役
場
は
久
万
町
大
字
久
万
町
字
新
町
八
六
六
番
地
、
同
人

六
七
番
地
第
一
、
同
八
六
八
番
地
第
二
に
置
か
れ
、
旧
菅
生
村
は
大
字
菅
生
と
な
っ

た
。

こ
の
と
き
、
両
町
村
の
間
に
と
り
か
わ
さ
れ
た
合
併
覚
書
は
、
次
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。

覚

書

一
、
久
万
町
並
二
菅
生
村
ヲ
廃
シ
、
新
二
久
万
町
ヲ
置
ク

二
、
現
在
久
万
町
ノ
退
隠
料
条
例
、
退
職
給
与
金
、
死
亡
弔
祭
料
及
一
時
扶
助
料
条
例
ハ

新
町
二
於
テ
モ
義
務
ヲ
負
フ
ベ
ク
規
定
ス
ル
コ
ト

三
、
新
町
二
於
テ
大
字
菅
生
二
対
シ
、
堰
其
他
ノ
費
用
ト
シ
テ
一
回
限
り
、
金
一
、
五
〇

〇
円
ヲ
支
払
フ
モ
ノ
ト
ス

四
、
大
字
菅
生
二
属
ス
ル
堰
其
他
水
利
費
ハ
菅
生
二
於
テ
便
宜
ノ
取
扱
ヲ
為
シ
、
新
町
ノ

共
通
経
済
ト
ナ
サ
ザ
ル
コ
ト

五
、
大
字
菅
生
村
有
林
山
林
ノ
地
上
権
二
属
ス
ル
部
分
ハ
、
大
字
菅
生
二
於
テ
処
分
シ
大

字
菅
生
ノ
負
債
卜
相
殺
ス
ル
コ
ト

六
、
旧
久
万
町
採
草
地
ハ
旧
慣
行
ヲ
承
認
ス
ル
コ
ト

七
、
大
字
菅
生
ノ
民
債
ハ
新
町
二
関
係
セ
ザ
ル
キ
ノ
ト
ス

八
、
新
町
設
置
施
行
期
ハ
大
正
二
二
年
一
月
三
日
ト
ス

以

上

当
時
の
両
町
村
の
合
併
委
員
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

高

橋

与
七
郎

高

岡

貞
一
郎

久

保

善

吉

山大白

大
正
一
二
年
四
月
一
日
を
も
っ
て
郡
制
が
廃
止
さ
れ
た
。

日

勤
五
郎

野

武
一

川

弥
十
郎

明
治
二
三
年
五
月
、
郡

久
万
町
長

高

橋

清
一
郎

委

員

二

宮

伊
十
郎

矢

内

省

吾

宇
都
宮

音

吉

第
一
章

行
政
区
画
の
変
遷

菅
生
村
長

高

委

員

大西秋

井

寛

和

野

金

作

森

虎

吉

本

半
次
郎

久万町の中心部・野尻・久万町(航空写真 昭和62年)



第
五
編

行
政
・
財
政

制
が
公
布
さ
れ
、
同
三
〇
年
に
施
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
郡
下
各
町
村
か
ら

郡
会
議
員
が
選
出
さ
れ
、
郡
長
が
自
治
体
の
運
営
に
あ
た
っ
て
き
た
が
、
実
施
以
来

三
四
年
に
し
て
地
方
自
治
体
と
し
て
の
郡
制
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

つ
い
で
、
大
正
一
五
年
六
月
四
日
の
勅
令
に
よ
っ
て
郡
長
以
下
の
官
吏
が
な
く
な

り
、
郡
役
所
が
廃
止
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
各
町
村
事
務
を
円
滑
に
運
営
す
る
た
め
、

県
行
政
事
務
の
一
部
を
管
掌
す
る
行
政
機
関
と
し
て
、
昭
和
一
七
年
六
月
、
上
浮
穴

地
方
事
務
所
が
久
万
町
に
お
か
れ
た
が
、
こ
れ
も
昭
和
三
五
年
に
廃
止
さ
れ
、
新
た

に
松
山
県
事
務
所
久
万
出
張
所
が
設
置
さ
れ
て
現
在
に
い
た
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
明
治
維
新
以
来
西
欧
先
進
国
に
な
ら
っ
て
、
立
憲
君
主
国
と
し
て

憲
法
が
制
定
さ
れ
、
国
内
の
諸
制
度
も
順
次
改
革
さ
れ
て
い
っ
た
。
地
方
自
治
制
度

も
整
備
さ
れ
て
日
本
は
急
速
に
近
代
的
文
明
国
家
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
富
国
強
兵
を
国
家
目
的
と
す
る
政
府
の
方
針
に
よ
っ
て
、
年
ご
と
に
増

大
し
て
き
た
軍
備
拡
張
、
軍
需
産
業
の
育
成
な
ど
に
よ
る
国
家
財
政
の
窮
迫
は
、
委

任
事
務
な
ど
の
増
大
と
な
っ
て
常
に
地
方
財
政
に
圧
迫
を
加
え
た
。
こ
の
間
、
地
方

自
治
権
の
若
干
の
拡
大
な
ど
、
制
度
の
改
正
も
い
く
ら
か
行
わ
れ
た
が
、
中
央
集
権

的
自
治
制
度
の
根
本
的
立
場
は
発
足
時
の
ま
ま
受
け
つ
が
れ
て
き
た
。

昭
和
年
間
に
は
い
っ
て
も
そ
の
状
態
は
続
き
、
特
に
第
二
次
世
界
大
戦
と
な
っ
て

一
層
強
化
さ
れ
、
政
府

-
府
県

-
市
町
村

-
町
内

-
隣
組
と
し
て
、
国
家

目
的
達
成
の
た
め
に
一
貫
し
た
中
央
集
権
国
家
を
形
づ
く
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
国
内
が
ま
す
ま
す
戦
時
体
制
化
さ
れ
て
い
っ
た
昭
和
一
八
年
九
月

一
日
、
久
万
町
と
明
神
村
が
合
併
し
、
新
た
に
久
万
町
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

久
万
町
の
人
口
は
五
一
九
七
人
、
戸
数
一
一
九
七
戸
と
な
っ
た
。

当
時
の
久
万
町
長
井
部
栄
基
・
明
神
村
長
宇
都
宮
照
蔵
が
、
合
併
報
告
式
に
あ
た

四
七
二

り
関
係
方
面
に
出
し
た
書
簡
に
、

「
(
前
略
)
、
時
局
ハ
日
一
日
卜
重
大
化
シ
、
外
二
於
テ
ハ
戦
局
凄
惨
ノ
度
ヲ
深
メ
、
内

二
在
リ
テ
ハ
一
億
国
民
ノ
総
力
ヲ
結
集
シ
、
戦
力
増
強
二
一
人
専
念
ノ
秋
、
国
家
ノ
根
源

タ
ル
町
村
自
治
行
政
ノ
強
化
ハ
尖
モ
緊
急
且
ツ
重
大
事
ニ
テ
、
我
両
町
村
合
併
ノ
急
務
タ

中野村・横谷地区(航空写真 昭和62年)



ル
ヲ
痛
感
シ
、
先
般
来
合
議
調
査
ヲ
進
メ
居
り
侯
処
、
愈
々
愛
二
合
併
ヲ
見
ル
ニ
至
り
候

段
、
祝
賀
ノ
至
リ
ニ
存
候
。
(
後
略
)
」

と
あ
る
を
み
て
も
両
町
村
合
併
の
時
代
的
背
景
が
う
か
が
わ
れ
る
。

こ
の
こ
ろ
の
郡
内
の
動
き
を
み
る
と
、
昭
和
一
八
年
四
月
、
石
山
村
が
小
田
町
村

と
合
併
、
同
じ
く
四
月
、
浮
穴
村
を
廃
し
、
村
内
大
字
北
平
、
川
上
地
区
を
喜
多
郡

河
辺
村
に
、
大
字
小
屋
地
区
を
東
宇
和
郡
惣
川
村
に
編
入
し
て
お
り
、
昭
和
一
八
年

で
郡
内
は
一
町
一
〇
か
村
と
な
っ
た
。
(
昭
和
九
年
一
月
机
川
村
は
面
河
村
と
改
称
し
て

い
る
。
)

前
述
の
よ
う
に
、
我
が
国
の
地
方
制
度
は
明
治
維
新
以
来
中
央
集
権
的
な
形
で
進

め
ら
れ
て
き
た
が
、
終
戦
に
よ
り
大
き
く
方
向
を
転
換
し
た
。

昭
和
二
二
年
四
月
一
七
日
、
地
方
自
治
法
が
公
布
さ
れ
、
昭
和
二
一
年
一
二
月
に

公
布
さ
れ
た
日
本
国
憲
法
と
と
も
に
、
二
二
年
五
月
か
ら
施
行
さ
れ
て
、
民
主
的
地

方
自
治
の
方
向
に
新
し
く
動
き
だ
し
た
。

昭
和
二
八
年
九
月
、
第
一
六
国
会
に
お
い
て

「
町
村
合
併
促
進
法
」
が
成
立
、
一

〇
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
社
会
・
経
済
・
文
化
の
発
展
、
特
に
交
通
機
関
の
急

速
な
発
達
に
と
も
な
っ
て
、
住
民
の
生
活
圏
は
ま
す
ま
す
拡
大
し
、
現
在
の
町
村
の

区
画
で
は
小
さ
す
ぎ
る
。
ま
た
、
町
村
行
政
の
内
容
と
し
て
処
理
す
べ
き
こ
と
が
多

く
な
り
、
特
に
戦
後
の
改
革
で
急
激
に
自
治
体
事
務
が
増
加
し
た
た
め
、
今
ま
で
の

町
村
の
規
模
や
行
政
能
力
で
は
処
理
し
き
れ
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
が
、
「
町
村
合
併

促
進
法
」

の
趣
旨
で
あ
る
が
、
そ
の
き
っ
か
け
は
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
で
あ
っ
た
。

昭
和
二
四
年
に
日
本
に
き
た
、
ア
メ
リ
カ
の
シ
ャ
ウ
プ
博
士
が

「
日
本
で
は
地
方
自
治
を
、
も
っ
と
尊
重
す
る
必
要
が
あ
る
。
市
町
村
と
い
う
住
民
に

直
結
す
る
地
方
公
共
団
体
は
最
も
重
要
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
際
、
国
と
地
方
団
体
が
お
こ

第
一
章

行
政
区
画
の
変
遷

な
っ
て
い
る
仕
事
を
再
検
討
し
て
市
町
村
で
や
れ
る
仕
事
は
こ
れ
に
ま
か
せ
た
方
が
よ
い
。

そ
の
た
め
に
市
町
村
を
、
多
く
の
仕
事
の
で
き
る
能
力
の
あ
る
団
体
に
育
て
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
」

と
、
政
府
に
勧
告
し
た
の
で
あ
っ
た
。

落合・露峰・父野川地区(航空写真 昭和62年)



第
五
編

行
政
・
財
政

政
府
は
合
併
の
主
眼
を
、
地
方
自
治
の
基
盤
の
強
化
と
、
行
政
の
合
理
化
、
簡
素

化
に
お
き
、
新
町
村
の
基
準
を
人
口
七
〇
〇
〇
人
か
ら
八
〇
〇
〇
人
と
し
、
期
間
を

昭
和
二
八
年
一
〇
月
か
ら
三
一
年
九
月
三
〇
日
ま
で
の
三
年
間
と
し
、
町
村
数
を
約

三
分
の
一
に
へ
ら
す
計
画
で
あ
っ
た
。

二名地区(航空写真 昭和62年)

四
七
四

こ
の
時
、
愛
媛
県
の
町
村
数
は
、
二
二
八
で
あ
っ
た
が
、
県
は
こ
の
う
ち
一
七
二

町
村
を
合
併
さ
せ
る
案
を
も
っ
て
い
た
。
同
法
に
よ
る
合
併
実
施
経
過
を
み
る
と
、

昭
和
二
八
年
度
二
二
、
二
九
年
度
一
〇
七
、
三
〇
年
度
一
〇
、
計
一
三
九
町
村
が
合

併
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
昭
和
二
八
年
度
、
二
九
年
度
と
順
調
に
進
ん
だ
が
、
三
〇
年
度
に

な
る
と
、
だ
ん
だ
ん
む
ず
か
し
い
も
の
が
残
り
、
合
併
達
成
も
に
ぶ
く
な
っ
て
き
た

の
で
、
政
府
は
、
更
に
、
昭
和
三
一
年
三
月
「
新
市
町
村
建
設
促
進
法
」

を
公
布
し
、

認
識
を
新
た
に
し
て
合
併
の
気
運
を
た
か
め
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
昭
和
三
一
年
度
一
二
、
三
二
年
度
一
、
三
三
年
度
八
、
三
四
年
度

三
、
三
六
年
度
一
、
三
七
年
度
一
と
、
合
計
一
六
五
町
村
が
合
併
し
、
県
内
は
一
一

市
一
一
郡
四
三
町
二
〇
か
村
と
な
っ
た
。

上
浮
穴
郡
の
状
況
を
な
が
め
て
み
る
と
、
昭
和
三
〇
年
三
月
、
参
川
村
・
小
田
町

村
・
田
渡
村
が
合
併
し
て
小
田
町
が
誕
生
し
、
お
な
じ
く
仕
七
川
村
・
弘
形
村
と
中

津
村
大
字
黒
藤
川
・
大
字
沢
渡
を
合
わ
せ
て
美
川
村
と
な
り
、
中
津
村
の
残
り
大
字

中
津
を
柳
谷
村
に
編
入
し
て
い
る
。

更
に
、
昭
和
三
四
年
三
月
三
一
日
、
久
万
町
・
川
瀬
村
・
父
二
峰
村
と
美
川
村
の

う
ち
大
字
七
鳥
五
番
耕
地
横
谷
の
区
域
が
合
併
し
て
、
新
し
い
久
万
町
と
な
り
、
藩

政
時
代
四
四
か
村
あ
っ
た
上
浮
穴
郡
は
、
二
町
三
か
村
と
な
っ
た
。

久
万
町
に
お
け
る
合
併
経
過
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

1

合
併
を
必
要
と
し
た
理
由

久
万
町
・
川
瀬
村
・
父
二
峰
村
・
美
川
村
横
谷
は
、
地
理
的
人
情
風
俗
、
生
活
環

境
、
婚
姻
関
係
等
社
会
的
関
連
性
が
深
く
、
ま
た
産
業
経
済
・
商
取
引
等
、
密
接
な

関
係
を
も
つ
地
域
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
地
理
的
・
社
会
的
・
経
済
的
関
連
性
を
も



つ
四
か
町
村
の
合
併
は
当
然
で
あ
り
、
ま
た
合
併
す
る
こ
と
に
よ
り
、
規
模
の
適
正

な
自
治
体
と
し
て
行
財
政
力
を
強
化
し
、
産
業
経
済
の
拡
充
発
展
と
住
民
の
福
祉
増

進
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
。

2

合
併
に
至
る
ま
で
の
経
過
の
概
要

昭
和
二
九
年
四
月
一
七
日
、
三
か
町
村
合
併
促
進
協
議
会
を
結
成
し
、
一
般
住
民

に
対
す
る
趣
旨
の
啓
発
に
つ
と
め
る
と
と
も
に
協
議
を
進
め
た
が
、
啓
蒙
に
日
時
を

要
し
、
昭
和
三
〇
年
三
月
、
町
村
長
及
び
議
員
の
改
選
期
に
当
た
り
、
た
ま
た
ま
公

職
選
挙
法
の
特
例
等
の
公
布
も
あ
り
、
「
協
議
整
わ
ず
早
期
合
併
困
難
」

な
る
理
由

で
、
同
年
三
月
二
〇
日
、
協
議
会
廃
止
の
や
む
な
き
に
至
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
各
町

村
が
自
主
的
に
啓
発
に
つ
と
め
た
結
果
、
左
記
の
経
過
に
よ
っ
て
、
つ
い
に
所
期
の

目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

昭
和
三
二
年

七
月
一
〇
日

協
議
し
た
が
結
論
に
至
ら
ず
、
そ
の
問
題
処
理
の
た
め
、

財
産
処
理
委
員
会
を
設
け
る
。

昭
和
三
三
年
一
一
月
七
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
財
産
処
理

問
題
解
決
の
た
め
、
財
産
処
理
委
員
会
を
九
回
開
催
し
、

昭
和
三
一
年

八
月
二
一
日

昭
和
三
一
年
一
一
月

七
日

昭
和
三
一
年
一
一
月

八
日

昭
和
三
二
年

五
月
一
〇
日

昭
和
三
二
年

五
月
一
一
日

昭
和
三
二
年

六
月
一
〇
日

町
村
合
併
促
進
法
施
行
以
来
国
・
県
の
方
針
を
尊
重
し
、

関
係
町
村
に
お
い
て
隣
接
町
村
と
の
大
同
団
結
の
必
要
性

を
痛
感
し
て
、
三
か
町
村
長
、
議
会
議
員
の
全
体
会
議
を

開
催
す
る
。

早
期
合
併
の
必
要
性
を
痛
感
し
、
合
併
研
究
委
員
会
を
結

成
し
て
、
五
分
科
会
を
設
け
る
。

昭
和
三
二
年
五
月
一
〇
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
五
分
科
会

を
二
五
回
開
催
し
、
そ
れ
ぞ
れ
各
分
野
に
お
い
て
研
究
に

つ
と
め
、
そ
の
間
世
論
の
調
整
と
趣
旨
の
普
及
に
つ
と
め

た
。

全
体
会
議
を
開
催
し
、
各
分
科
会
の
研
究
結
果
を
報
告
す

る
。

先
進
地
小
田
町
を
視
察
す
る
。

全
体
会
議
を
開
催
し
、
財
産
区
設
定
問
題
等
が
提
出
さ
れ

畑野川地区(航空写真 昭和62年)
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財
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各
町
村
無
条
件
の
線
に
て
全
体
会
議
に
は
か
る
旨
決
定
す

る
。

昭
和
三
三
年
一
一
月
一
五
日

財
産
処
理
の
解
決
に
伴
い
全
体
会
議
を
開
催
、
処
理
に
つ

い
て
報
告
し
、
満
場
一
致
で
承
認
さ
れ
、
合
併
す
る
こ
と

を
申
し
合
わ
せ
た
。
各
分
科
会
の
要
望
事
項
の
調
整
の
た

め
、
分
科
会
を
再
開
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
。

昭
和
三
三
年
一
一
月
二
七
日

全
体
会
議
を
開
催
し
、
美
川
村
横
谷
地
区
の
同
時
合
併
に

つ
い
て
協
議
。
引
き
続
き
各
分
科
会
を
開
き
、
そ
れ
ぞ
れ

結
論
事
項
の
再
検
討
を
行
う
。

昭
和
三
三
年
一
二
月

三
日

新
町
建
設
計
画
、
要
望
、
協
定
等
最
終
調
整
を
行
う
た
め

合
併
調
整
委
員
会
を
開
催
す
る
。

昭
和
三
三
年
一
二
月

四
日

新
町
の
建
設
計
画
、
要
望
、
協
定
事
項
の
調
整
結
果
を
報

告
し
承
認
を
受
け
る
た
め
、
全
体
会
議
を
開
催
す
る
。

昭
和
三
三
年
一
二
月

五
日

各
町
村
議
会
に
お
い
て
合
併
決
議
を
行
う
。

3

新
町
の
名
称

久
万
町

4

選
定
の
理
由

旧
藩
政
時
代
か
ら
、
合
併
関
係
町
村
及
び
以
南
高
知
に
至
る
数
か
村
を
総
称
し
て

久
万
山
、
あ
る
い
は
、
久
万
郷
と
称
し
、
そ
の
名
は
県
内
は
も
と
よ
り
県
外
に
も
通

じ
、
商
取
り
引
き
は
も
と
よ
り
通
信
機
関
と
し
て
も
広
く
知
ら
れ
て
い
る
の
で
適
当

と
考
え
た
。

5

新
町
の
役
場
の
位
置

上
浮
穴
郡
久
万
町
大
字
久
万
町
四
八
七
番
地
第
二

6

役
場
位
置
決
定
の
理
由

新
町
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
し
、
各
種
行
政
機
関
の
所
在
地
で
あ
り
、
住
民
に
便
利
で

嵯峨山・古岩屋・下直瀬地区(航空写真 昭和62年)

あ
る
。

役
場
の
位
置
は
、
昭
和
三
七
年
三
月
五
日
、
現
在
地
大
字
久
万
町
二
二
一
番
地
に

変
更
さ
れ
た
。

美
川
村
大
字
七
鳥
横
谷
が
、
三
か
町
村
の
合
併
に
よ
り
、
久
万
町
に
編
入
さ
れ
た



こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

美
川
村
横
谷
地
区
は
、
美
川
村
の
北
西
に
あ
り
、
久
万
町
中
野
村
に
隣
接
し
、
周

囲
が
山
に
か
こ
ま
れ
た
交
通
不
便
の
地
で
あ
り
、
現
在
交
通
路
と
し
て
は
、
車
道
一

線
だ
け
が
久
万
町
に
通
ず
る
も
の
で
、
美
川
村
内
各
地
に
い
た
る
に
は
徒
歩
に
よ
る

ほ
か
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
生
活
物
資
、
生
産
物
資
等
の
取
り
引
き
が
、
久

万
町
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
て
お
り
、
地
勢
上
、
久
万
町
と
の
交
流
が
多
か
っ
た
た

め
で
あ
る
。
合
併
後
、
横
谷
は
美
川
村
大
字
七
鳥
か
ら
、
久
万
町
大
字
菅
生
の
区
域

に
編
入
さ
れ
た
。

合
併
に
あ
た
り
、
四
か
村
の
間
に
次
の
よ
う
な
協
定
書
が
と
り
か
わ
さ
れ
た
。上直瀬地区(航空写真 昭和62年)

協

定

書

久
万
町
・
川
瀬
村
・
父
二
峰
村
・
美
川
村
大
字
七
鳥
五
番
耕
地
の
区
域
を
も
っ
て
、
久

万
町
を
設
置
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
左
記
の
と
お
り
協
定
す
る
も
の
と
す
。

記

一
、
新
町
建
設
計
画
に
つ
い
て

新
町
建
設
計
画
に
つ
い
て
は
、
新
町
の
一
体
制
確
保
と
建
全
財
政
確
立
の
上
に
立
ち
、

別
紙
分
科
会
結
論
事
項
を
尊
重
し
て
策
定
す
る
も
の
と
す
る
。

一
、
支
所
の
設
置

現
在
の
川
瀬
村
・
父
二
峰
村
役
場
を
支
所
と
す
る
。

支
所
に
お
い
て
行
う
事
務
は
左
の
と
お
り
と
す
る
。

戸
籍
住
民
登
録
に
関
す
る
事
務

町
税
そ
の
他
の
納
入
に
関
す
る
事
務

諸
証
明
に
関
す
る
事
務

配
給
に
関
す
る
事
務

そ
の
他
、
簡
易
な
事
務

一
、
新
町
設
置
後
初
め
て
行
わ
れ
る
議
会
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
合
併
関
係
町
村
の

区
域
ご
と
に
選
挙
区
を
設
け

(
横
谷
地
区
は
久
万
町
に
含
め
る
)

各
選
挙
区
に
お
い
て

選
挙
す
べ
き
議
員
の
定
数
を
左
の
と
お
り
定
め
る
も
の
と
す
る
。

記

久

万

町

川

瀬

村

父
二
峰
村

計

一
、
職
員
の
身
分
に
つ
い
て

一
三
人

八
人

五
人

二
六
人

第
一
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一
般
職
の
職
員
は
、
合
併
の
日
に
す
べ
て
新
町
に
任
用
し
、
旧
町
村
の
勤
続
年
数
は

こ
れ
を
通
算
す
る
も
の
と
す
る
。

四
七
七
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合併祝賀祭での催もの久万町合併祝賀祭 ラジオ南海公開録音

(久万中体育館)

合
併
後
一
か
年
以
内
に
退
職
を

申
し
出
た
場
合
は
、
優
遇
す
る
よ
う

措
置
す
る
も
の
と
す
る
。

一
、
町
税
の
賦
課
に
つ
い
て

不
均
一
課
税
と
す
る
も
で
き
得

る
限
り
、
速
や
か
に
均
一
課
税
と
す

る
も
の
と
す
る
。

一
、
本
協
定
以
外
の
事
項
で
必
要
な
も

の
に
つ
い
て
は
、
別
に
申
し
合
わ
せ

す
る
も
の
と
す
る
。

右
協
議
の
証
と
し
て
、
本
書
四
通

作
製
し
関
係
町
村
に
壱
通
を
保
有

す
る
。昭

和
三
四
年
一
二
月
三
日

上
浮
穴
郡
久
万
町
長

相

原

芳

太

上
浮
穴
郡
川
瀬
村
長

日

野

泰

上
浮
穴
郡
父
二
峰
村
長

横

田

重

市

上
浮
穴
郡
美
川
村
長

土

居

通

栄

こ
う
し
て
、
藩
政
時
代
一
三
の
小
村

が
、
明
治
二
二
年
の
町
村
制
施
行
に
よ

り
互
か
村
と
な
り
、
更
に
大
正
一
三
年

新久万町合併図

合併祝賀町内パレード

に
は
四
か
村
、
昭
和
一
八
年
に
は
三
か
村

と
し
だ
い
に
合
併
し
て
そ
の
区
域
を
拡
大

し
、
昭
和
三
四
年
三
月
三
一
日
、
人
口
一

万
五
三
一
三
人
を
有
す
る
久
万
町
と
な
っ

て
、
輝
か
し
い
第
一
歩
を
ふ
み
出
し
た
の

で
あ
る
。



上
浮
穴
郡
久
万
町
変
遷
表

34・3 久 万 町 34・3I 

現在 昭30 昭15 昭1 大1 

18.9 

・久万町34.4・- 

父 久 菅 明 川 仕 
明23 市 一 

生 神 瀬 町 町 川 

村 村 村 村 村 村 
村 制 

父 露 下 上 久 菅 入 西 東 下 上 直 七 

旧 村 

野 
名 峰 

野 野 万 
生 野 

明 明 

畑 野 川 畑 野 川 

瀬 烏 
川 尻 尻 町 神 神 

村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 

上 浮 穴 郡 郡 

大洲藩i 松 山 藩 
旧 藩 
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